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職 員 の 給 与 等 に 関 す る 報 告 の 概 要 

 

 愛知県人事委員会（委員長 齋藤 勉）は、平成 25年 10 月８日、議会及び知事に対し、職員の給与

等について報告を行ったが、その概要は次のとおりである。 

 なお、月例給及び期末手当・勤勉手当の改定を見送ることが適当と判断したこと等から、本年は勧告

を行わないこととした。 

 

 

 

 

 

 

１ 職員給与と民間給与との比較 

 (1) 月例給［平成 25年４月分給与］ 

 行政職給料表(一)適用職員（平均年齢 42.7 歳）と民間でこれに相当する職種（事務・技

術関係職種）の従業員の本年４月分給与について、役職段階、年齢等を同じくする者同士を

比較したところ、職員給与が民間給与を 71 円（0.02％）下回っている。 

 なお、本年４月の職員給与は特例条例により減額されており、その状況を示すと下表のと

おりである。 

 民間給与（Ａ） 職員給与（Ｂ） 

較差（Ａ）－（Ｂ） 

(A)-(B) 
×１００ 

(B) 

３９４,８９０円 

特例条例による 

減額前の額 
３９４,８１９円     ７１円（０.０２ ％）

特例条例による 

減額後の額 
３８４,４２４円 １０，４６６円（２.７２ ％）

【参考】本年の特例条例による平均年間給与の減額 △16.2 万円（△2.6％） 

 

 (2) 特別給（ボーナス） 

 昨年８月から本年７月までの１年間の民間の特別給（ボーナス）の支給割合は、3.96 月分

に相当しており、職員の期末手当・勤勉手当の年間の平均支給月数（3.95 月分）とおおむね

均衡している。 

 

○本年の給与等に関する報告のポイント 

① 月例給は、民間給与との較差が極めて小さく、改定は見送り 

② 期末・勤勉手当（ボーナス）は、民間の支給割合と均衡しており、改定は見送り
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２ その他の報告 

 (1) 給与制度の改正等 

ア 給与制度の総合的な見直し 

(ｱ) 民間の組織形態の変化への対応  

人事院は、部長、課長、係長等の間に位置づけられる従業員について、来年から官民の

給与比較の対象とする方向で検討を進めるとしていることから、その動向や他の地方公共

団体の取扱いを注視しながら、対応を検討する必要がある。 

   (ｲ) 地域間の給与配分のあり方  

人事院は、地域における官民給与の実情を踏まえ、更なる地域間の給与配分の見直しに

ついて検討するとしていることから、その検討内容を踏まえた上で、対応を検討する必要

がある。 

なお、県内の公署に勤務する職員の地域手当の支給割合については、国や他の地方公共団体の

支給水準を考慮して定められているが、支給地域の区分などのあり方についても、引き続き、地

域の実情等を考慮して検討していく必要がある。 

   (ｳ) 世代間の給与配分のあり方 

人事院は、民間賃金の動向も踏まえ、50 歳台、特に後半層の水準のあり方を中心に、俸

給表構造の見直しを検討するとしていることから、その検討内容を踏まえた上で、対応を

検討する必要がある。 

なお、国は、高位号俸から昇格した場合の昇格制度の見直しを平成 25 年 1月から実施し、

また、55 歳を超える職員の原則昇給停止については平成 26 年１月から、給与構造改革にお

ける経過措置額の廃止については平成 26 年４月から実施するとしていることから、引き続

き対応を検討する必要がある。 

   (ｴ) 職務や勤務実績に応じた給与 

      人事院は、人事評価の適切な実施、昇給の効果のあり方や職務や勤務実績に応じた手当等に

ついて検討を行うとしていることから、その動向を注視する必要がある。 

なお、一般行政職等の職員の勤務実績の給与への反映に当たっては、引き続き、職員の

信頼性や納得性が向上するよう取り組んでいく必要がある。また、その他の職員について

も、公務の特殊性や多様性に配慮し、客観的で公平性、透明性が高い新たな人事評価制度

の導入に向けた取組を積極的に進め、適切な運用を図っていく必要がある。 

イ 教員給与の取扱い 

教員給与のあり方については、引き続き、国や他の地方公共団体の動向等を注視しつつ検

討していく必要がある。 
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ウ 特殊勤務手当 

    今後も社会情勢の変化等を考慮した今日的な視点による精査等を行い、手当の実態及び支

給方法を含めた手当の適正化を図っていく必要がある。 

(2) 職員の勤務環境の整備 

仕事と家庭の両立を図るため、職場全体の意識改革や業務分担の見直しなどにより、職員が両立

支援の制度を利用しやすい環境づくりに一層努めることが重要である。 

業務の改善・効率化や適正な業務配分、厳正な勤務時間管理を通じ、引き続き時間外勤務の縮減

に努めていく必要がある。 

メンタルヘルス対策として、職員自身がストレスの予防、軽減、対処方法などを身につけるため

の取組や職場環境改善の取組について、より一層の充実を図る必要がある。 

 (3) 雇用と年金の接続 

年金支給開始年齢の段階的な引上げに伴う雇用と年金の接続については、国の動向を注視しなが

ら、本県の実情を踏まえ、適切に対応していく必要がある。 

なお、人事院は、再任用職員の俸給水準や手当の見直しについて、公的年金が全く支給されない

民間再雇用者の給与の具体的な実態を把握した上で、職務や働き方等の人事運用の実態等を踏まえ

つつ、必要な検討を進めるとしていることから、その動向を注視しながら、適切に対応していく必

要がある。 

 (4) 報告実施の要請 

   現在実施されている給与減額措置については、深刻な財政状況に鑑み実施されているものと理解

するが、平成 21 年度以降相当長期間にわたり継続されており、極めて遺憾と言わざるを得ない。本

委員会としては、職員の士気や生活に及ぼす影響が憂慮されることから、給与減額措置が終了する

平成 26年４月以降は、給与勧告制度に基づく適正な給与水準が確保される必要があると考える。 

   議会及び知事におかれては、人事委員会の給与勧告制度の意義及びその果たす役割に深い理解を

示され、この報告において述べたことについて適切に対処されるよう要請する。  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（月例給の調査）（ボーナス等の調査） 

民間給与の調査（実地） 
 
（企業規模 50 人以上かつ事業所規模 50 人以

上の 542 事業所）<母集団 3,823 事業所>

愛知県職員給与の調査 
 

<個人別給与> 

(全職員約 66,000 人を対象) 

事業所別調査 従業員別調査 

<４月分実支給額> 

(約24,000人を対象）雇
用
調
整
等
の
状
況 

給
与
改
定
状
況 

(

前
年
８
月
か
ら
当
年
７
月
ま
で) 

特
別
給
の
支
給
状
況 

職員（行政職（一））と民間の給与を比較 

仕事の種類、役職段階、学歴、年齢を同じくする者同士の給与を比較

（ラスパイレス方式） 

民間の特別給

の年間支給割

合との比較 

 <対比例>   民間企業係長  ⇔  県職員主査 
        （大卒 38･39 歳）  （大卒 38･39 歳）
        民間企業係長  ⇔  県職員主査 
        （高卒 42･43 歳）  （高卒 42･43 歳）

情勢適応 

の 原 則 

（民間準拠）

給料表・手当の改定の必要性を判断 

人事委員会 給与勧告 

議 会 知 事 (条例案提出)

給与改定の有無に
 かかわらず調査 

４月分給与（行政職（一）） 

【参 考】 

１ 給与勧告の手順 

人事委員会では、毎年、職員と民間の給与実態調査を実施した上で、給与比較を行い、その較差の解

消を図ることを基本に勧告を行っています。 

なお、給与の比較に当たっては、県職員は一般行政事務を行っている行政職給料表（一）適用者、民

間従業員はこれに相当する事務・技術関係職種の者について比較を行っています。 
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 民間給与実態調査にあたっては、愛知県内の母集団事業所となる 3,450 事業所を調査することが最も

望ましいですが、時間や費用等の制約により調査可能数に限界があるため、「層化無作為抽出法（母集団

から一部の事業所を無作為に抽出）」により対象事業所を毎年選定し、当該事業所（483 事業所）を調査 

 
 
 
 
【層化無作為抽出法の流れ】 
  ①層化：企業規模ごとに、事業所をグループ分け（層化）します。 
  ②層化：業種ごとに、事業所をグループ分け（層化）します。 
  ③抽出：各グループにおいて調査する従業員の割合が等しくなるよう、無作為（ランダム）に 

抽出します。 
  （※①～③により、調査対象となる 542 事業所が決定されます。） 
 
           ＜企業規模 500 人以上事業所＞ 
 
 
 
 
 
 
 
  
           ＜企業規模 100 人以上 500 人未満事業所＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ＜企業規模 50 人以上 100 人未満事業所＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  【※業種名  ：建設業   ：製造業   ：卸売業】 
 
 
 

調査実施事業所抽出のイメージ 

②層化 ③抽出

２ 民間給与実態調査の対象事業所の選定 

②層化 ③抽出

②層化 ③抽出

①層化

①層化

①層化
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 民間給与実態調査に当たっては、事業所の負担や調査期間、費用等の観点から、企業規模 50人以上、事業所

規模 50 人以上の県内 3,823 事業所の中から「層化無作為抽出法（母集団から一部の事業所を無作為に抽出）」

により、542 の調査対象事業所を選定し、調査しました。 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 （役職段階） 
 

（学歴） 
 

（年齢階層） 
 

（県職員給与総額） 
 

（民間給与総額） 
 

      

    
 

 

  
  

 
 

      

      

  
 

   

    
  

  
 

 
 

 

      

  

  

 

 

 
 

大卒 

短大卒

高卒 

中卒 

  
 22・23歳

  
 20・21歳

  
 18・19歳

  
 16・17歳

  
 職員給与×県職員数 

  
 職員給与×県職員数 

  
 職員給与×県職員数

  
 職員給与×県職員数

  
 民間給与×県職員数 

  
 民間給与×県職員数

  
 民間給与×県職員数 

  
 民間給与×県職員数

役職段階ごとに、「１・２級

（主事・技師）」と同様、学

歴別、年齢階層別に民間給

与及び県職員給与を算定 

本年の較差 

減額前 
県職員給与総額(b) 

  ÷ 県職員総数 

＝ 394,819円(B) 
民間給与総額(a) 

 ÷ 県職員総数 

＝ 394,890円(A) 

 

 

 

 

24・25歳 26・27歳 

１･２級 
（主事・技師）

３級  

（主任） 

４級 
（主査） 

５級 
（主任主査） 

６級   

(課長補佐) 

７級 
（課長） 

８級 
（部次長） 

９級 

（担当局長） 

行政職

（一） 

大卒 22･23歳 1級 

県職員数 

大卒 22･23歳・民間係員 

平均給与○○○,○○○円 

大卒 22･23歳・県職員 1級

平均給与○○○,○○○円

大卒 22･23歳 1級 

県職員数 

＜比較方法＞

× × 

３ 民間給与との比較方法（ラスパイレス方式） 

給与の比較に当たっては、個々の県職員に民間従業員の給与額を支給したとすれば、支給総額が、

現に支払っている支給総額に比べてどの程度の差があるかを算出しています。（ラスパイレス方式とい

われる比較方法です。） 

 具体的には、個々の県職員に、同条件（役職段階、学歴、年齢階層別）の民間給与を支給した場合

の民間給与総額（a）と、職員給与総額（特例条例による減額前（b）及び減額後（c））を算出し、(a)

と(b)及び(c)をそれぞれ県職員の総人数で除した平均給与額の水準を比較して較差を算出していま

す。 
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10 級 

（部長） 

減額前   71 円(0.02％) 
(算定方法) (A)－(B)

減額後 10,466 円(2.72％) 
(算定方法) (A)－(C)

減額後 

県職員給与総額(c) 

  ÷ 県職員総数 

＝ 384,424円(C) 



 

 

 

 

 

 

 

 

民間給与と職員給与の比較

民間給与
394,890円

職員給与
394,819円

較差 10,466円
較差 71円

職員給与
384,424円

減 額 前 減 額 後

 
 

 

 

 

 

 

区 分 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 

愛 知 県 
△  74 円 2,231 円 72 円 △  904 円 3,181 円 750 円 47 円 71 円 

△ 0.02 ％ 0.51 ％ 0.02 ％ △ 0.21 ％  0.78 ％ 0.19 ％  0.01 ％  0.02 ％ 

国 
18 円 1,352 円 136 円 △  863 円 △  757 円 △  899 円 △  273 円 76 円 

0.00 ％ 0.35 ％ 0.04 ％ △ 0.22 ％ △ 0.19 ％ △ 0.23 ％ △ 0.07 ％  0.02 ％ 

＜愛知県及び国の較差の推移＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注） 較差は、職員給与の減額措置がないものとした場合のものです。 
    22年に愛知県の較差が大幅にプラスとなった要因は、地域手当の支給割合が８％から6.5％に改正されたことによるもの

です。 
 

 

 本年は、特例条例により職員給与が減額されていますが、民間給与との較差の算出に当たっては減

額前の職員給与と比較しており、その較差(71 円、0.02％)は極めて小さいものとなっています。 

 なお、特例条例による減額後の職員給与と民間給与を比較すると、職員給与が民間給与を 10,466 円

(2.72％)下回っています。 

４ 給与の較差(平成 25 年 4 月分の職員給与と民間給与との較差) 
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区   分 平均年齢 給与月額 年間給与 
特例条例による 

影響額 

歳 百円 千円 千円

事 務 ・ 技 術 職 員
（行政職給料表(一)） 42.7 3,948 6,345 △162 

警 察 官

（ 公 安 職 給 料 表 ） 
38.6 3,775 6,094 △146 

高 校 教 員
（教育職給料表(一)） 43.9 4,494 7,189 △177 

小 中 学 校 教 員
（教育職給料表(二)） 41.7 4,221 6,750 △170 

全 職 員 41.6 4,136 6,651 △165 

 
（注）１ 給与月額は各職種の平均給与月額、年間給与は給与月額の12か月分及び給与月額を基礎として算定した期末手当・勤勉手当の年

間支給額の合計になります。 
   ２ 全職員には、上表の職種のほか、研究員、医師等1,601人を含みます。 

○本年度の特例条例による減額措置の状況 

区   分 給 料 期末手当・勤勉手当 

管理職手当受給職員 △３．０％ △７．０％ 

一 般 職 員 △３．０％ △１．５％ 

 
 
 

 
 

５ 愛知県の主な職種の給与額 

給与勧告の対象となる職員数は約6.6万人で、そのうち一般行政事務を行っている職員は約1万人、

警察官は約1.3万人、高校教員は約1.1万人、小中学校教員は約3.1万人となっています。 

一般行政事務を行っている職員の給与は、年間約635万円となっており、本年の特例条例による年間

給与の減額予定額は、一般行政事務職員では約16万円の減（△2.6％）です。 

警察官
12,972 人

（20%）

高校教員
10,603 人

（16%）

小中学校教員
31,006 人
（47%）

研究員、医師等
1,601 人

（2%）

事務・技術職員
（一般行政事務）

9,591 人
（15%）

 

 全職員
 ６５，７７３人
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６ 愛知県における最近の給与勧告の実施状況等 

職員の年間給与は、民間賃金が厳しい状況にあったことを反映して、減少又は据置きが続いています。

 また、給与勧告とは別に、一般職員では平成 11 年度から 13 年度、平成 21 年度から平成 25 年度（平

成 23年度は８月から）までは、特例条例による給与減額が実施されています。 

 

勧告率 年間支給月数 対前年比増減 増減額 率

平成１１年 0.23% 4.95月 △0.30月 △11.6万円 △1.5%

平成１２年 0.10% 4.75月 △0.20月 △8.2万円 △1.1%

平成１３年 0.07% 4.70月 △0.05月 △1.9万円 △0.3%

平成１４年 △2.07% 4.65月 △0.05月 △18.0万円 △2.4%

平成１５年 △1.10% 4.40月 △0.25月 △19.6万円 △2.6%

平成１６年 - 4.40月 - - - 民間給与との較差は△0.02％

平成１７年 △0.31% 4.45月 0.05月 0.0万円 0.0%

平成１８年 - 4.45月 - - - 民間給与との較差は△0.02％

平成１９年 0.51% 4.50月 0.05月 5.9万円 0.8%

平成２０年 - 4.50月 - - - 民間給与との較差は0.02％

平成２１年 △0.21% 4.15月 △0.35月 △29.3万円 △4.1%
勧告による減は△16.5万円、

地域手当の改正（10％→８％）による

減は△12.8万円

平成２２年 0.78% 3.95月 △0.20月 △12.9万円 △1.9%
勧告による減は△3.1万円、

地域手当の改正（８％→6.5％）による

減は△9.8万円

平成２３年 0.19% 3.95月 - △0.9万円 △0.1%
勧告による増は1.2万円、

住居手当の改正による減は△2.1万円

平成２４年 - 3.95月 - - - 民間給与との較差は0.01％

平成２５年 - 3.95月 - - - 民間給与との較差は0.02％

備　　　　　考年　度
月例給 特別給

年間給与の増減
（行(一)職員平均）
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18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

万円
愛知県職員（行政職給料表（一）適用者）の年間給与の推移

740.4

723.8

16.9
659.4

684.5

667.6

736.3

640.6

特例条例による
年 間 給 与 減 額

18.8

635.4

12.6
17.8

648.0
642.0

624.2

634.5

16.2

618.3

 

区分 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
年 間 給 与
（ 減 額 前 ）

740.4 736.3 723.8 684.5 659.4 648.0 642.0 634.5

年 間 給 与
（ 減 額 後 ）

－ － － 667.6 640.6 635.4 624.2 618.3

特 例 条 例 に よ る
年 間 給 与 の 減 額

－ － － 16.9 18.8 12.6 17.8 16.2

平 均 年 齢 44.9 45.1 44.8 44.5 44.0 43.5 43.1 42.7
（注）　１　各年度の年間給与は勧告実施後の金額であるが、平成23年度は、勧告実施が１年先送りされたことから、勧告実施前の金額

          となっている。
　  　　２　平成20年度、平成24年度及び平成25年度は、月例給及び特別給（ボーナス）の改定を勧告していない。
　  　  ３　特例条例による年間給与の減額は、勧告実施前の年間給与をベースに算出したものである。

万円 万円

歳

万円 万円万円万円万円

歳 歳歳歳 歳歳

万円 万円

歳

 
 

７ 愛知県職員（行政職給料表（一）適用者）の年間給与の推移

平成 18年度以降の愛知県職員の年間給与の推移をみると、平成 25年度にかけて約 106 万円減少して

います。 

なお、平成 21年度以降実施されている特例条例による減額を含めると約 122 万円の減少となります。
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